
【参議院議員選挙：政党へのタバコ対策の公開アンケート】 
 

本会は国民の 84％を占める子ども達や非喫煙者を受動喫煙から守り、喫煙者の禁煙支援な

どの事業を全国的に行っております。ご回答は会員やネットでも公開予定です。 
 

一般社団法人 日本禁煙学会 http://www.jstc.or.jp/ 東京都新宿区市谷薬王寺町 30-5-201 

理事長 作田 学  ****@*********（担当：○○） 090-********* FAX 0************* 

【ご回答は７月４日をメドに、上記のメールか FAXあてに返送いただければ幸いです】 
 

政党のお名前（             ） ご回答担当部署（           ） 

１．健康増進法の施行により、第二種施設の国会・議員会館には、「喫煙専用室」が約 80 か

所あります。しかし地方議会では、都道府県議会と全国の市議会・区議会では、喫煙室が

残っているのは 40 議会（4.6％）に過ぎません。国会においても「喫煙専用室」を順次撤

去し、屋内禁煙とすることについて、いかがでしょうか？ 
 

・賛同し進める  ・検討する  ・必要ない  ・その他（             ） 
 

２．喫煙が新型コロナの罹患と重症化の一因と指摘されています。今後のコロナの抜本的予

防対策としても、禁煙を促し、また受動喫煙の危害ゼロのためにも、「例外なき屋内全面

禁煙」の段階的義務付けの必要性について、いかがでしょうか？ 
 

・賛同し進める  ・検討する  ・現状で良い  ・その他（             ） 
 

３．国は 2022 年度までに喫煙率低減の数値目標として 12％を掲げていますが（現状は概

ね 17％）、加熱式タバコの拡販宣伝などで、タバコ離れが減速しています。 
  この要因のひとつとして、タバコへの（元々含まれていない）メンソールや香り、フレ

ーバーなどを添加し、依存性を強くしていることがあり、海外ではこの禁止の法制化が進

んでいます。わが国でも添加物を法的に禁止することについて、いかがでしょうか？ 
 

・賛同し進める  ・検討する  ・必要ない  ・その他（             ） 
 

４．タバコのパッケージに健康への害の画像表示の義務付け、あるいは銘柄のみの表示に限

るプレーンパッケージが諸外国で広がってきています。日本でもいかがでしょうか？ 
 

・賛同し進める  ・検討する  ・現状で良い  ・その他（             ） 
 

５．上記３、４項のタバコの添加物および健康警告表示は、海外諸国なみに、健康所管の厚

生労働省にその監督権限を移管すべきと思いますが、いかがでしょうか？ 
   

・賛同し進める  ・検討する  ・必要ない  ・その他（             ） 
 

６．若者の喫煙率を低減し、健康のために、海外では喫煙禁止年齢を 21 歳以上へ引き上げ

る法制化、および妊婦の喫煙禁止（兵庫県条例等でも努力規定されている）が進んでいま

す。同様の法制化を日本でもいかがでしょうか？ 
   

・賛同し進める  ・検討する  ・必要ない  ・その他（             ） 
 

７．タバコ、特に加熱式タバコの広告宣伝が様々のメディアでなされています。元々毒物指

定の（依存性を引き起こし、健康危害を及ぼす）ニコチンが主成分のタバコの広告宣伝は

公序良俗から規制する立法措置が必要かと思われますが、いかがでしょうか？ 
 

・賛同し進める  ・検討する  ・現状で良い  ・その他（             ） 
 

８．総務省消防庁の報告で、火災の出火原因の第一位はタバコで、特に高齢者の焼死が多い

と報告されており、人命と自家近隣の財産焼失は痛ましい限りです。国（政府および国会）

としてこの抜本的対策・施策を進めることについて、いかがでしょうか？ 
 

・賛同し進める  ・検討する  ・必要ない  ・その他（             ） 
 

【ご意見、コメントなどございましたら…】(別紙に) ご多忙の折、ありがとうございました。 

http://www.jstc.or.jp/
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